
 

 

強化、又は再雇用制度、定

年延長、継続雇用」（過去１

年間 34％、今後１年間

36％） 

離転職の防止策としては、

労務管理（労働条件以外の福

利厚生、労使関係など）の改

善や教育訓練の実施などが

挙げられています。再雇用制

度には定年退職者だけでな

く、子育てのためにいったん

退職した女性などを再雇用

する仕組みも含まれていま

す。 

【７位】「在職者の労働条件

の改善（賃金以外）」（過去

１年間 31％、今後１年間

31％） 

在職者の労働条件の改善

内容としては、休暇の取得促

進、所定労働時間の削減、育

児支援や復帰支援制度の充

実などが挙げられています。 

【８位】「配置転換・出向者の

受入れ」（過去１年間 25％、

今後１年間 24％） 

【９位】「省力化投資による

生産性の向上・外注化・下

請化等」（過去１年間 16％、

今後１年間 19％） 

 

 

実質賃金３か月ぶりマイナ

ス 物価高に賃金追いつ

かず 

厚生労働省は、物価変動

を考慮した８月の実質賃金

が３か月ぶりに減少したと

発表しました。実質賃金

は、５月まで過去最長の 26

か月連続マイナスを記録し

ていましたが、賞与が給与

総額に占める割合が大きい

６～７月は、賞与の伸びが

好調だったことからプラス

を記録しました。８月の毎

月勤労統計調査（速報、従

業員５人以上）では、１人

当たりの実質賃金は前年同

月比 0.6％減でマイナスに転

じました。 

◆主な数値 

・名目賃金に当たる現金給

与総額は、3.0％増の 29

万 6,588 円で、32 か月連

続のプラス。 

・統計に用いる消費者物価

指数は７月の 3.2％を上回

る 3.5％上昇で、差し引く

と実質賃金は減少。 

・現金給与総額の内訳は基

本給を含む所定内給与が

3.0％増の 26 万 4,038 円

で、31 年 10 か月ぶりの

高い伸び。ベースアップ

と定期昇給を合わせた賃

上げ率が平均５％を超え

た 2024 年の春季労使交渉

の結果が反映されてい

る。 

・残業代などの所定外給与

は 2.6％増の１万 9,599 円。 

・現金給与総額のうち、賞

与などの「特別に支払われ

た給与」は 2.7％増の１万

2,951 円で、前月の伸び幅

（6.6％）より縮小。 

・現金給与総額を就業形態別

にみると、一般労働者は

2.7％増の 37 万 7,861 円、

パートタイム労働者は

3.9％増の 11 万 33 円。 

・主要産業別では全産業で上

昇。 

福岡資麿厚生労働大臣は記

者会見で、「名目賃金の内訳

を見ると、基本給を含む「所

定内給与」の対前年同月比が

プラス 3.0％ということで、

これは 31 年 10 か月ぶりの

高い伸びとなっており、そう

した意味においては賃上げの

明るい動きが着実に現われて

きていると認識しています。

関係大臣と連携し、価格転嫁

や生産性向上の支援等によ

り、中小企業等が賃上げでき

る環境整備に取り組んでいき

たいと考えています」と述べ

ました。 

賃金は上がる傾向にあるも

のの、物価はもっと上がった

ということですが、中小企業

や非正規労働者にも効果のあ

る具体的な政策が期待されま

す。 

衆議院が９日に解散し、選

挙戦が始まりましたが、賃上

げは経済政策の主要な争点に

なりそうです。 

 

30万円以下の罰金 

◆自転車運転者講習制度 

上記は、「自転車運転者講

習制度」の対象となりま

す。また、交通の危険を生

じさせるおそれのある一定

の自転車運転の危険行為

（信号無視や指定場所一時

不停止、通行区分違反や安

全運転義務違反等）を反復

して行った者も講習制度の

対象となります。 

＊受講命令違反は、５万円

以下の罰金 

免許なしで誰でも乗れる

自転車だからこそ、従業員

が通勤や業務で自転車を使

用する場合、十分に注意す

るよう喚起しましょう。 

 

 

労働者不足の対処方法～
厚生労働省の調査より 
厚生労働省の「労働経済動

向調査（令和６年８月）の概

況」（※）が公表されており、

調査項目の１つとして、「労

働者不足の対処方法に関す

る事項」が盛り込まれていま

す。 

人手不足に悩む事業者（同

調査では労働者が不足して

いる事業所の割合は 80％に

上る）にとっても参考になる

ものと思われます。 
（※）令和６年８月１日現在の状

況について、令和６年８月１日

～８月７日に調査。 

◆労働者不足の対処方法 

過去１年間（令和５年８月

～令和６年７月）に行った労

働者不足への対処方法につ

いて、割合の大きかったもの

から順から見てみます。ま

た、今後１年間（令和６年８

月～令和７年７月）について

の結果も見てみましょう。 

（いずれも複数回答） 

【１位】「正社員等採用・正社

員以外から正社員への登

用の増加」（過去１年間

59％、今後１年間 60％）。 

【２位】「在職者の労働条件

の改善（賃金）」（過去１年間

55％、今後１年間 48％）。 

【３位】「臨時、パートタイム

の増加」（過去１年間 40％、

今後１年間 41％） 

【４位】「派遣労働者の活用」

（過去１年間 38％、今後１年

間 35％） 

【５位】「求人条件の緩和」

（過去１年間 36％、今後１年

間 34％） 

求人条件の緩和内容とし

ては、賃金、労働時間、休暇、

学歴、必要資格・経験等の緩

和が挙げられています。 

【６位】「離転職の防止策の

11月１日から自転車の危

険運転に罰則が科されま

す 

◆道路交通法の改正 

令和６年 11月１日より、

自転車の「運転中のながら

スマホ」と「酒気帯び運転

および幇助」に対して、新

しく罰則が適用されます。 

◆運転中のながらスマホ 

自転車に乗りながら、ス

マートフォン等を手で保持

して通話したり、画面を注

視したりする行為が新たに

禁止され、罰則の対象にな

ります。 

・違反者は、６か月以下の

懲役または 10万円以下の罰

金 

・交通の危険を生じさせた

場合は、１年以下の懲役ま

たは 30万円以下の罰金 

◆酒気帯び運転および幇助 

酒気帯び運転のほか、酒

類の提供や同乗・自転車の

提供に対して新たに罰則が

適用されます。 

・違反者は、３年以下の懲

役または 50万円以下の罰金 

・自転車の提供者は、３年

以下の懲役または 50万円以

下の罰金 

・酒類の提供者・同乗者

は、２年以下の懲役または
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